
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５  

 

 

 

１６時３０分頃から 報告集会もやります！（弁護士会館●号室） 

２０１１年１１月、司法修習生に給費を支給する給与制が廃止され、国が司法修習生にお金を貸す貸与制がはじまりま

した。私たち新６５期元・司法修習生は、司法修習生給費制廃止を憲法違反であると主張して訴訟を起こしました。 

司法修習生の給費制廃止違憲訴訟事務局（東京訴訟） 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-6-8 松井ビル 6階(受付 7F) 

旬報法律事務所 弁護士 宮里 民平 

Tel：03-3580-5311 Fax：03-3592-1207  Mail：kyuhisosyo65jimu@gmail.com 

 

司法の将来がかかった裁判です！！たくさんの方の傍聴・応援よろしくおねがいします！ 

★２０１４年９月には６６期元修習生も訴訟を提起しました★こちらもよろしくおねがいします。 

 

 

６５期（東京地裁）  

12 月２１日（月） 

１６時００分～10３法廷 

 

６６期（東京地裁）  

８月２８日（金） 

１６時００分～10１法廷 

11 月５日（木） 

１６時００分～10３法廷 

※いずれも予定です 

きてね！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔｗｉｔｔｅｒもよろしくピヨ！@kyuhisosyo65jim  ＨＰも！ http://kyuhi-sosyou.com/index.html 

 

この訴訟ってどんなことを請求しているの？ 

そもそも修習生ってどんな人？ 

私たちは、この訴訟で、憲法それ自体が法曹養成を国の責務として統一司法修習を必要とし、「給費を受

ける権利」を根拠づけているとして、給費制を廃止し貸与制を定める裁判所法が違憲であるから、①旧裁判

所法に基づいて給費支払いを請求するとともに、給費制廃止によって弊害を受けた新６５期元・司法修習生

に対し②給費制廃止後復活させないという不作為を根拠に国家賠償を求めています。 

被告である国は、司法修習生は修習の対価を受ける立場にはない、給費制は給与ではなく修習に専念させ

るための配慮にすぎない、修習生の生活確保は貸与制で十分であるなどと主張しています。 

弁護士や裁判官、検察官になるには、司法試験に合格した後、「司法修習」という研修を１年間受けなけ

ればなりません。この研修を受けている人が、司法修習生です。司法修習生は、１年間の間に、全国各地の

裁判所に配置されて、裁判所での研修（判決を起案したりします。）、検察庁での研修（取り調べなんかも

行います。）、法律事務所での研修（とにかく弁護士について回り、起案などをします。）をそれぞれ行いま

す。最後に、２回試験という２回目の司法試験を受けて、合格すると晴れて法律家になることができます。 

貸与制は何が問題なの？ 

新第６５期（私たち）より前の司法修習生には、月約２０万円の給付金や居住費、交通費などの支給「給費

制」があり、生活の不安なく修習生活を送ることができていました。しかし、私たち新第６５期からは、これら

すべての給付が廃止され、代わりに希望者は国からお金を貸してあげるよ、という「貸与制」になりました。

しかし、司法修習生には、「修習専念義務」という修習に集中する義務が課されており、アルバイトな

ど他に生計を立てる手段をとることが禁じられていたため、生活費がない人は貸与金という借金を余儀なく

されてしまったのです。また、借金を免れた人でも、自らの貯金を切り崩したり、親の援助をうけなければ修

習することができませんでした。 

憲法何条に違反しているの？ 

私たちは、「給費を受ける権利」は憲法が規定する司法権の

確立及びそれに伴う修習専念義務と司法修習生個人の人

権との関係から導き出されるものと主張しています。 

具体的な条文としては、１３条（幸福追求権）、２２条１項（職

業選択の自由、居住移転の自由）、２５条（生存権）、２７条

１項（勤労権）などのほか、司法権や公務員、三権分立の条

文なども根拠にしています。さらに、同時期に修習を受けて

いた現行６５期や新第６４期、裁判所書記官などとの比較で

１４条１項（平等権）も主張しています。 

 

ＨＰでは訴状なども 

公開しているピヨ！ぜひ見てピヨ★ 

署名なども行っているのでどうぞご協力 

おねがいするピヨ！ 

法律家の卵ピヨ★ 

 

法律の本が高くて買えないピヨ・・・ 

 

給費制の復活を願うピヨ！ 

 

いろんな条文が根拠ピヨ！！ 

 

https://twitter.com/kyuhisosyo65jim

